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2024 YAKEN LEAGUE U-15・U-12 in つくばみらい 実施要項 

上記大会につきまして下記の通り開催しますので、ご参加下さるようにお願いいたします。 

 

１．主 旨  バスケットボールを通して、他の地域との親睦と交流を深め、社会生活を営む資質の向上を図る

とともに、バスケットボールの普及に努めることを目的とする。 

 

２．主 催  つくばみらい市ミニバスケットボール連盟  YAKENリーグ運営事務局 

 

３．期 日  令和６年 ８月 １０日（土） U-15・U-12 女子交流戦 

        令和６年 ８月 １１日（日） U-15・U-12 女子交流戦 

 

４．会 場  【U-15・U-12交流戦 A・Bコート】 つくばみらい市総合体育館（つくばみらい市） 

               開  場     ８：３０ 

               試合開始     ９：３０ 

               ※第１試合開始３０分前に指導者ミーティングを行います。 

 

【U-15・U-12交流戦 C・Dコート】 常総運動公園体育館（守谷市） 

               開  場     ８：３０ 

               試合開始     ９：３０ 

               ※第１試合開始３０分前に指導者ミーティングを行います。 

 

５．参加資格  ２０２４年度 JBA登録済で、令和６年度スポーツ安全協会傷害保険加入済みの選手とする。 

 

６．参 加 費  ￥３，０００／日 

 

７．組 合 せ  別紙参照 ※参加チーム決定次第作成 

 

８．試合時間  別紙参照 ※参加チーム決定次第作成 

 

９．競技場上の注意  

①競技規則は、日本バスケットボール協会２０２３バスケットボール競技規則を適用する。 

また、２０２２ＦＩＢＡバスケットボール競技規則変更点サマリー20230208、２０２３

バスケットボール競技規則ミニバスケットボールにおける適用規則の相違点を適用する。 

         ②ディフェンスはマンツーマンディフェンスの基準規則を適用する。 

         ③U-12の試合時間は、５分－（１分）－５分－（５分）－５分－（１分）－５分とする。 

          U-15の試合時間は、８分－（２分）－８分－（７分）－８分とする。 

④ベンチは組合せ番号の若いチームがオフィシャル席に向かって右側、ユニフォームは原則と

して淡色を使用する。 

⑤オフィシャルについては、担当チームの指導者またはルールを熟知している方が必ず１名オ

フシャル席に入るものとする。 

⑥各チームとも、必ず１名以上の帯同審判をご準備お願いします。 

http://www.japanbasketball.jp/files/referee/rule/2023rule.pdf
http://www.japanbasketball.jp/files/referee/rule/2022fiba_rule_summary_20230208.pdf
http://www.japanbasketball.jp/files/referee/rule/2023mini_rule_changepoint.pdf
http://www.japanbasketball.jp/files/referee/rule/2023mini_rule_changepoint.pdf
http://www.japanbasketball.jp/wp-content/uploads/mandf_Regulation_20240109.pdf
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⑦U-12 の１試合の出場人数は１０名以上とし、第３クォーターまでに１０名以上を出場させ

る。８人以上による試合成立と交代を適用、競技者登録数が８人または９人のチームでも試

合成立を認めます。YAKEN LEAGUEでは７人以下の場合の参加は認めます。 

⑩U-15の試合は、U-15の規定を適用する。 

 

１０．そ の 他 

①選手の競技中・競技会場での障害については、主催者は一切責任を負わない。１１９番通報な

ど緊急を必要とした場合、主催者にも連絡をすること。 

②会場の使用については規定に従い、器具物品の破損紛失等の無いように十分注意すること。万

が一、破損させた場合又は異常に気がついた時には速やかに主催者に連絡すること。 

③違法駐車はお止め下さい。 

④下履きと上履きの区別の徹底をお願いします。 

⑤喫煙は指定場所でお願いします。学校内では全面禁煙です。 

⑥ゴミは各チームの責任において持ち帰ること。 

⑦車上荒らしの被害が発生しています。車内に貴重品等を置かないよう注意してください。 

 

１１．総合体育館使用上の注意 

YAKEN LEAGUE主催の大会において総合体育館を使用する場合のルールを以下に記す。 

①上履き、下履きの区別は必ずつける。 

②シューズバッグやビニール袋を準備し、自分の靴は、自分の手元において管理する。 

体育館の下駄箱は使わない。 

一般の使用者の方が靴を入れることができなくなるのでミニバス関係者は下駄箱を

使わないこと。 

これは、選手、指導者、保護者、応援の方々 全てに適用する。 

③帰りに忘れ物の無いことを必ずチーム、保護者で行う。 

忘れ物が多く、会場当番の方に迷惑がかかっています。 

（タオルや水筒、Ｔシャツなどのウェアの忘れ物が非常に多い） 

④通路やロビーなど共用部分の使用は原則禁止 

（使用の可否は大会主催者に必ず確認をすること） 

⑤トイレ、手洗い場など水回りはきれいに使用すること。 

水滴を垂らしたままにしないこと。 

水滴の処理に困った場合は、必ず主催者に報告すること。 

 

 

１２．会場住所  つくばみらい市総合体育館  茨城県つくばみらい市小張１７７０ 

常総運動公園体育館    茨城県守谷市野木崎４７００ 

 

 

 

 

 

 


